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はじめに

２００６年８月２５日、福岡市職員の飲酒運転による交通事故によって３人の幼

児の命が奪われるという痛ましい事故に象徴されるように、飲酒運転による

交通事故の多発を契機として、刑法、道路交通法等の改正による飲酒運転に

対する厳罰化が行われた（１）。このような厳罰化の傾向の背景には、上記の事故

のような公務員の飲酒運転による交通事故の多発もあることから、飲酒運転

をした公務員に対する懲戒処分を改めて、原則免職とする等、従来よりも厳

しくする傾向が生じた（２）。

しかし、公務員が飲酒運転をして検挙される場合といっても一様ではなく、

とりわけ、無事故飲酒運転により検挙された公務員が懲戒免職処分を不服と

して争った訴訟において、最近、懲戒権の逸脱、濫用であるとして懲戒免職

処分を無効であるとする判決が相次いで出されている（３）。もとより、飲酒運転

すること自体は違法な行為であるが、飲酒運転したことのみをもって懲戒処

分として最も重い懲戒免職処分を課すことが当然であるとは必ずしもいえな

いことを最近の司法判断から窺うことができる。飲酒運転による交通事故を

防止するための厳罰化の流れの中で公務員に対して制裁を強化する傾向に対

して、これらの判決は、ブレーキをかけるものと評価することができる。し
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たがって、飲酒運転した公務員に対する懲戒処分のあり方が改めて問われて

いる。

そこで、以下では、飲酒運転したが無事故であった場合に公務員に対する

懲戒処分はどのようにあるべきであるかについて検討することにしたい（４）。

注
（１）平成１９年法律第５４号による刑法（自動車運転過失致死傷罪）の改正。平成１９年

６月２０日法律第９０号（同年９月１９日施行）による道路交通法（酒気帯び運転の罪
等）の改正。平成１９年８月２０日政令２６６号（同年９月１９日施行）による道路交通
法施行令の改正。

（２）国家公務員について、人事院は、２００８年４月１日、「懲戒処分の指針」を一部
改正し、国家公務員の懲戒処分の標準量定を見直し、飲酒運転の標準量定を、従
来の「停職、減給、戒告」から「免職、停職、減給」に改正した。
地方公務員については、各自治体により対応は一様ではないが、たとえば、三
重県が、２００８年６月１３日、全国の都道府県における２００７年１０月１日時点の飲酒運
転に係る懲戒処分基準を調査した結果、調査に応じた３８都道府県のうち、１３は免
職のみ、１９は停職、減給または戒告のいずれかまたは全てとともに免職、６は停
職、減給または戒告のいずれかまたは全てと定めていた。ちなみに、大阪市では、
大阪市教育委員会が定めた平成１９年８月２８日付け「懲戒処分に関する指針」にお
いて、「飲酒運転（酒酔い運転及び酒気帯び運転をいう。以下同じ。）ア飲酒運転
で人身事故、又は物損事故を起こした教職員は、免職とする。イ飲酒運転をした
教職員は、免職とする。ただし、酒気帯び運転をした教職員について、一定の情
状が認められるときは、停職とする場合がある。」との定めがある。

（３）熊本県教委（教員・懲戒免職処分）事件・福岡高判平１８．１１．９労判９５６号６９頁、
加西市（職員・懲戒免職）事件・神戸地判平２０．１０．８労判９７４号４４頁、同事件控訴
審・大阪高判平２１．４．２４労判９８３号８８頁、神戸地判平２０．１１．２６（LLI登載）、佐賀
地判平２０．１２．１２（LLI登載）、津地判平２１．３．１２（LLI登載）、京都地判平２１．６．２５
（LLI登載）大阪市教委（高校管理作業員・懲戒免職）事件・大阪地判平２１．７．１
労判９９２号２３頁など。

（４）飲酒運転を理由とする懲戒解雇・懲戒免職処分の効力を争った従来の裁判例の
動向については、小川正「報告４無事故飲酒運転と懲戒解雇・懲戒免職処分の妥
当性」日本交通法学会編・飲酒運転［交通法研究３６］（２００８年、有斐閣）５７頁以
下参照。
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一 公務員の法令遵守義務

公務員による飲酒運転に対する懲戒処分を検討する前提として、公務員の

法令遵守義務とは何かについて明らかにしなければならない。すなわち、同

じ飲酒運転した場合でも、民間の労働者と比較して、公務員はよりいっそう

重い法令遵守義務を負うことから、懲戒処分においても免職等の重い処分を

受けることを甘受しなければならないことになるのかが問われなければなら

ない。

公務員が職務義務として法令遵守義務を負うことの究極的な根拠は、法治

主義に求めることができる（１）。公務員は全体の奉仕者として法令遵守義務を負っ

ており、それに違反した場合には、法令上懲戒処分を課せられることになる。

このことは、公務員が執行する職務、すなわち公務が国民から付託を受けた

ものであり、法令に則って厳正に執行されなければならない性質を有するも

のだからである。それゆえ、公務員は、法律に基づく行政の担当者として、

法の執行を実現する者として法令を遵守することに対して重い責任を負うと

いうことができる。しかしながら、このことから、当然に公務員は、民間労

働者と比較して、法令違反に対して重い責任を負わなければならないことに

なるのであろうか。

この点について、公務員は法の執行者であることから、民間労働者を含む

国民一般に対して模範を示さなければならない立場にあることに基づいて、

民間労働者と比較して、法令遵守に対しよりいっそう重い責任を負うべきで

あるといわれることがある。確かに、たとえば、交通違反の取締りを行う立

場にある警察官自らが飲酒運転で検挙されることは、飲酒運転の撲滅をめざ

すキャンペーンを推進する立場にある警察にとっては社会的に強い非難を受

けることになる醜態には違いない。そうすると、警察官に課せられた法令遵

守義務に照らしてみて、飲酒運転した警察官に対する懲戒責任を他の公務員

や民間労働者と比較して重くすることが、警察官の法令遵守義務の履行のあ

り方として当然であるといえるかもしれない（２）。ただし、この場合には、警察

官という交通違反を取り締まるという職務を執行する者自身が、交通違反を
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犯したことから、行われた法令違反と職務との関連性が懲戒責任の程度に反

映されると考えられる。そこで、法令違反の懲戒責任の程度を判断する際に

は、法令違反行為と違反者の職務との関連性を考慮に入れなければならない

といえるであろう。公務員による無事故飲酒運転を理由とする懲戒責任の場

合にも、飲酒運転した公務員の職務内容が重要なファクターになると考えら

れる。

注
（１）塩野宏・行政法�［第三版］行政組織法（２００８年、有斐閣）２８０頁。
（２）平成２０年５月２９日警察庁長官官房長通達「懲戒処分の指針の改正について」に

よると、酒酔い運転をすること（道路交通法６５条）に対しては、「免職又は停職」、
政令酒気帯び運転をすること（同条）に対しては、「免職、停職又は減給」とさ
れていて、前掲の人事院の「懲戒処分の指針」と同じ基準が採用されており、警
察官だからといって、他の公務員よりも重い懲戒責任が課せられるわけではない。

二 飲酒運転と職務との関連性

従来の裁判例においては、無事故飲酒運転を理由とする公務員の懲戒免職

処分の効力を判断する際に、飲酒運転した公務員の職務内容や職位を重要な

判断要素の１つとしている。とくに、興味深いのは、教育公務員であるか否

かが、結論を大きく左右することになる可能性があることである。

熊本県教委（教員・懲戒免職処分）事件では、同一夜間の近接した時間（約

２時間）において酒気帯び運転で２度検挙されたことと帰宅途中に持ち帰っ

ていた生徒の成績や名簿などを保存した光磁気ディスク（本件MO）を紛失し

たこと（３日後に回収された）を理由とする公立中学校教諭に対する懲戒免

職処分（本件処分）の効力が争われた。熊本県教委の懲戒処分の指針（本件

指針）では、教職員は児童生徒を指導する立場にあるため、一般公務員より

も高度の倫理観・使命感が求められるという基本的な考え方から、２００２年５

月２８日付け改正後の人事院指針よりも重い処分基準が定められ、「酒気帯び運

転については、停職とする」「人身事故を伴うときは、免職又は停職とする。
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事故後の救護を怠る等の必要な措置を講じなかったときは免職とする」とさ

れていた。同指針においては、個人情報の紛失等についての処分標準例は「減

給又は戒告」とされていた。さらに同指針には、「複数の非違行為等に該当す

る場合は、標準例より更に重い処分を行うこともある」との「加重処分条項」

も定められていた。上記事件で懲戒免職処分の対象とされた教諭の非違行為

は、酒気帯び運転をして２度にわたり検挙されたことと本件MOを紛失した

ことの３つであり、最も重い標準処分例である酒気帯び運転の停職ではなく

免職処分がなされているので、上記事件は、まさしく加重処分が行われた場

合に該当した。

１審判決（熊本地判平１８．３．２７労判９５６号７８頁）は、本件指針での処分基準の

設定には懲戒権者の裁量権の濫用は認められないとしたうえで、教諭が「本

件第１酒気帯び運転で一度検挙されたにもかかわらず、更に同一夜間の近接

した時間において敢えて再度本件第２酒気帯び運転に及んだことからすると、

その違法性は高」く、「本件第１酒気帯び運転は宴会終了直後になされている

こと、及び本件第２酒気帯び運転は本件第１酒気帯び運転から約２時間経過

後のものであり、また、運転代行業者に電話し、代行運転を拒否された直後

になされたものであることからすると、本件酒気帯び運転は故意に基づくも

のと認定でき、その悪質性は高い」と判断した。さらに同判決は、県教委が

「通達や新聞紙上を通じて教職員が飲酒運転を行った場合、知事部局より重い

処分を課すという方針を明らかにしていた折から、高速道路等を相当の長距

離飲酒運転した上、警察に一度検挙されながら再び酒気帯び運転を敢行した

原告の態度は、熊本県教職員に対する県民一般の信頼を裏切ったものであり、

かかる原告の行為に対する責任は、軽々に評価することはできない」として、

上記紛失をも考え併せると、教諭の非違の程度は相当重いものであると認め

て、本件において停職にとどまらず懲戒免職処分が選択されたことについて

は相応の合理性が認められ、本件処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量

権が濫用されたとは認められないと判断した。

これに対して、控訴審判決（福岡高判平１８．１１．９労判９５６号６９頁）は、「教職
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員だけを一般の地方公務員から区別し、より重い処分基準で臨むというのは、

公平取扱いの観点からすると問題がないわけではないが、少なくとも教員に

ついては、児童生徒と直接触れ合い、これを教育・指導する立場にあるから、

とりわけ高いモラルと法及び社会規範遵守の姿勢が強く求められるものとい

うべきである。そうであれば、こと教員に関する限りは、上記のような本件

指針の基本的な態度にもそれなりの理由があるものということができるから、

本件指針が合理性を著しく欠いており、無効であるとまではいえない」とし

て、本件指針の有効性を認めた。しかし、同判決は、控訴人である教諭の酒

気帯び運転は、「被控訴人の指導方針を真っ向から踏みにじるものであって、

被控訴人に対する挑戦的な振る舞いと見られても致し方ないものである。ま

た、これにより、控訴人に対するその直接の教え子や父母の信頼はもとより、

熊本県教職員に対する県民一般の信頼をも裏切ったものであって、控訴人の

責任は極めて重いものがある」、本件紛失についても「相応の非難を免れない」

と判断しつつも、他方で、控訴人とって酌むべき事情も少なくないとして、

以下を指摘した。�控訴人が宴会終了後に運転することになったのは、たま

たま、宴会の最中に、紛失していた本件MOの拾得者が判明し、同人に電話

連絡をとった結果、当夜、本件MOを受け取る約束ができたからであって、

当初から酒気帯び運転をするつもりであったわけではなく、しかも、控訴人

は、本件第１及び第２酒気帯び運転のそれぞれに先立ち、いったんは運転代

行業者に連絡して代行運転者の派遣を要請したが、それらがいずれも断られ

たために、本件酒気帯び運転をしたものであり、控訴人において酒気帯び運

転を回避するための一定の努力をしたことは考慮してもよい事情であること。

�本件酒気帯び運転は一度の機会におけるものといっても差し支えない性質

のものであって、時期を異にして酒気帯び運転を繰り返したというものでは

なく、控訴人について酒気帯び運転の常習性が窺われるというような事情が

あるわけではないこと。�偶然の結果にすぎないとはいえ、本件酒気帯び運

転においては、人身事故はもとより、物損事故すら伴わなかったことは大き

な救いであったこと。�本件紛失については、本件MOの紛失期間は約４日
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間にすぎず、その拾得者も判明し、無事回収されており、本件MOの中には

生徒の成績など重要な情報は保存されていなかったし、そもそも、その保存

内容が、拾得者はもとより、他のいかなる部外者にも漏れたことはないこと。

�控訴人は、本件酒気帯び運転を自ら校長に申告し、その調査の過程で遅れ

ばせながら本件紛失についても申告した後、上司の指示に従い謹慎生活を送っ

てきたこと。�控訴人に対する教師としての評価が極めて高かったこと、す

なわち、本件酒気帯び運転及び本件紛失を除けば、控訴人は、教師としての

資質、能力、意欲及び勤務態度のいずれかの点においても欠ける点がなかっ

たというにとどまらず、むしろ被控訴人にとって有為な人材の一人であった

とさえいっても過言ではないこと。以上の諸事情を総合的に考慮して、同判

決は、本件処分は、加重処分の判断基準に照らしていかにも厳しすぎ、重き

に失するものであるとして、本件処分は違法なものとして取消しを免れない

と判断した。

上記事件での教員の職務に対する考え方は、大阪市（高校管理作業員・懲

戒免職）事件（大阪地判平２１．７．１労判９９２号２３頁）においても採用されている。

同事件では、酒気帯び運転により検挙された地方公務員は、公立高校に勤務

していて、日常の職務活動の中で生徒らと一定の関わりを持つことがあるこ

とも想定されていたものの、教員ではなく、「管理作業員」という現業職の職

員であって、生徒に対する教育指導を主たる職務内容とする教員とは地位及

び職責が異なり、求められる資質も自ずと異なっていたこと、本件酒気帯び

運転によって直接同人の業務や本件高校の業務に支障が出たり、学校園の管

理作業員としての適格性に直ちに疑義が生じたものでもないことなどから、

同人に対する懲戒免職処分が取り消された。

このように、飲酒運転した教育公務員の懲戒免職処分が有効であるか否か

を裁判所が判断する際には、公務員の職務一般に解消されない教員の職務と

の関連性が決定的に重要な要素になるということができる。それは、教員が

飲酒運転することは、教育者として本来、模範となるべきであるにもかかわ

らず、生徒に対して示しがつかないということである。確かに、教員による
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法令違反行為は、教員に対する生徒や保護者の信用を失墜させる性質を有す

るものであることは間違いない。しかし、そのことから直ちに、飲酒運転し

た教員に対する懲戒責任が、一般の公務員に対するそれよりも重くて当然で

あるとの結論が導かれることには疑問が残る。これは、無事故飲酒運転に対

する評価にも関係してくる。飲酒運転をしても、たまたま無事故であったに

すぎず、事故を誘発する危険を伴う飲酒運転したこと自体が教員としての職

務に抵触すると考えることができる。他方、事故という結果を伴わない飲酒

運転したことだけを捉えて、教員に対してより重い懲戒責任を課すことが、

教員としての職務に対する公平・公正な評価になじむのかという問題がある。

教員の職務内容からみて他の公務員のそれと異なる特殊性は、生徒に対し

て教育指導を行うことにある。そのような教育指導を行う立場にある公務員

が負う法令遵守義務とそのような立場にはない公務員が負う法令遵守義務に

質的な違いを見出すことができるのであろうか。無事故であれ飲酒運転とい

う法令違反行為を行ったこと自体の法令遵守義務違反の程度は、教員とそれ

以外の一般の公務員との間でとくに違いはないのではないかと考えられる。

教員の場合には、直接に接触する機会がある生徒とその保護者の信頼を裏切

ることがまず第１に考えられるが、それにとどまらず広く国民ないし住民の

教員に対する信頼を裏切る結果になると考えることができる。教員以外の一

般の公務員の場合には、職務内容として国民ないし住民に直接に接触する機

会があれば、対象となる国民ないし住民の信頼を裏切ることがまず第１に考

えられるが、それにとどまらず広く国民ないし住民の公務員に対する信頼を

裏切る結果になると考えることができる。問題なのは、行われた法令違反行

為が職務内容と密接に関連するか否かである。たとえば、教員の場合には、

教育指導において生徒に対してわいせつな行為に及ぶようなことは、教員の

職務内容に真っ向から抵触することになり、その法令違反の程度は、他の一

般公務員の場合と比較していっそう重いということができる。

これに対して、飲酒運転は、教員の職務内容と密接に関連する法令違反行

為ということができるであろうか。確かに、教育指導の内容に法令遵守も含
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まれ、裁判員制度が導入されてから教育現場における法教育の重要性が強調

されていることも事実である。そのような中で、教員自らが飲酒運転するこ

とは、教育指導を行う者として生徒に対して説得力に欠け、示しがつかない

ことではある。しかし、そのことは、教員以外の一般公務員の場合にも、法

の執行者として国民ないし住民に対して示しがつかないという意味では同じ

ことである。違いがあるのは、公務員としての職務を執行する場と対象とな

る者である。ただし、教育現場においては、職務を執行する対象者が、発達

途上にある生徒であることを考慮して、飲酒運転した教員を担任から外した

り生徒指導担当から外したりすることにより、生徒と直接接触することから

遠ざける教育的配慮は必要になるかもしれない。しかし、これは、飲酒運転

した教員に対する懲戒処分とは性質を異にするものであり、懲戒処分はあく

までも飲酒運転という法令違反行為に対応して厳正に行われるべきである。

三 民間労働者との比較

民間労働者の場合にも、飲酒運転と職務との関連性が問題となる。従来、

民間労働者の無事故飲酒運転を理由とする懲戒処分の効力が争われた事件は、

それほど多くない。達田タクシー事件（金沢地判昭６０．９．１３労判４６８号６６頁）で

は、タクシー運転手が、勤務時間外に酒気帯び運転して検挙されたこと等を

理由とする懲戒解雇について、「タクシー運転手である以上、酒気帯び運転を

すればそれだけで当然に解雇が相当であるとまで断ずるのは、甚だ妥当を欠

く」として、無効であると判断された。他方、滋賀交通事件（大津地決平１．１．１０

労判５５０号１３０頁）では、バス運転手が３回目の飲酒運転で逮捕されたことに

対して、会社は懲戒解雇処分を検討したが、そうなれば退職金が支給されな

いこと、同人の再就職、家族への配慮等を慮って、懲戒解雇ではなく普通解

雇したことについて、「乗合バス運転手である債権者が再三にわたり職場外の

飲酒運転を犯し、しかも警察からの身元照会などにより債権者が本件飲酒運

転及び昭和五九年一月の飲酒運転を犯したことは初めて知ったことなどに照

らせば、債務者の社会的評価が重大な悪影響を受け、あるいはその企業秩序
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が乱されたことは容易に推認でき、したがって債務者の存立ないし事業にとっ

て不可欠なその社会的評価及び企業秩序を回復させる必要性があることも優

に肯認できる」として、普通解雇は有効であると判断された。

最近のヤマト運輸（懲戒解雇）事件（東京地判平１９．８．２７労判９４５号９２頁）で

は、大手運送業者で長年にわたりセールスドライバーとして勤務していた原

告が、業務終了後の飲酒により自家用車を運転中、酒気帯び運転で検挙され、

罰金刑を受けたことを理由に懲戒解雇されたため、被告の上記業者に対し、

退職金等の支払を請求した。確定した判決は、大手の貨物自動車運送事業者

である「被告は、交通事故の防止に努力し、事故につながりやすい飲酒・酒

気帯び運転等の違反行為に対しては厳正に対処すべきことが求められる立場

にあるといえる。したがって、このような違反行為があれば社会から厳しい

批判を受け、これが直ちに被告の社会的評価の低下に結びつき、企業の円滑

な運営に支障をきたすおそれがあり、これは事故を発生させたり報道された

場合、行為の反復継続等の場合に限られないといえる。このような被告の立

場からすれば、所属のドライバーにつき、業務の内外を問うことなく、飲酒

・酒気帯び運転に対して、懲戒解雇という最も重い処分をもって臨むという

被告の就業規則の規定は、被告が社会において率先して交通事故の防止に努

力するという企業姿勢を示すために必要なものとして肯定され得る」と判断

して、原告の上記違反行為を理由とする懲戒解雇も、やむを得ないものとし

て適法であると認めた。しかし、同判決は、「原告は他に懲戒処分を受けた経

歴はうかがわれないこと、この時も酒気帯び運転の罪で罰金刑を受けたのみ

で、事故は起こしていないこと、反省文（＜証拠略＞）等から反省の様子も

看て取れないわけではないことなどを考慮すると、上記原告の行為は、長年

の勤続の功労を全く失わせる程度の著しい背信的な事由とまではいえないと

いうべきである。したがって、就業規則の規定にかかわらず、原告は退職金

請求権の一部を失わない」と判断して、少なくとも原告が受給し得たはずの

退職金の額の約３分の１の額の支払を認めた。

上記事件では、原告がセールスドライバーであったことから、労働者の職
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務内容が自動車を運転することであり、業務外の行為とはいえ、飲酒運転と

職内容がまさに密接に関連する場合に該当するということができる。その意

味において、一般的な民間労働者による飲酒運転の場合とは事情を異にする（１）。

上記判決において、被告が大手の貨物自動車運送事業者であることから、「被

告は、交通事故の防止に努力し、事故につながりやすい飲酒・酒気帯び運転

等の違反行為に対しては厳正に対処すべきことが求められる立場にあるとい

える」と指摘されたことは、一面では、飲酒運転した公務員に対する懲戒責

任を厳罰化する立場と共通するところが見える。しかし、この被告の立場に

対する指摘は、運送事業者である被告にとって、従業員の飲酒運転は、たと

え無事故であったとしても、企業としての社会的信用を失墜させ、営業活動

に支障をきたすおそれがあることを踏まえてのものである。したがって、お

のずと、公務員の法令遵守義務の徹底を求める立場とは、質的に異なるもの

であるということができる。

自動車を運転することが通常の労働者の職務と密接に関係がない民間労働

者の飲酒運転の場合には、企業外非行に対する懲戒責任の問題になる。国鉄

中国支社事件（最一小判昭４９．２．２８労判１９６号２４頁）では、たとえ、従業員の職

場外でなされた行為であっても、企業秩序に直接の関連を有するものであれ

ば、規制の対象となり得るし、企業が社会において活動するうえで、その社

会的評価の低下毀損は、企業の円滑な運営に支障をきたすおそれが強いので、

その評価の低下毀損につながるおそれがあると客観的に認められる行為につ

いては、職場外でされたものであっても、なお広く企業秩序の維持確保のた

めに、これを規制の対象とすることが許される場合もあるといえるとの判断

が示されている。確かに、職場外でかつ労働時間外の労働者の私的な行為で

あったとしても、それにより労働者が逮捕されたりそのことが報道されたり

すれば、企業の社会的信用にまったく影響がないとはいいきれない。しかし、

企業外非行を理由として労働者を懲戒処分する場合にも、業務上の事由を理

由とする場合と同様に、行為の非違性の程度と課せられる懲戒処分の程度と

の釣り合いが取られることが必要である。業務外の飲酒運転の場合にも、法
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令違反であるから当然に重い懲戒処分が課せられることにはならないと考え

られる。

注
（１）本件の被告会社の就業規則には社員が「業務内、業務外を問わず飲酒運転及び

酒気帯び運転をしたとき」には会社は解雇すると規定されており、とくに運転業
務に従事する労働者に限定していないことから、運転業務を主たる業務内容とし
ない労働者が飲酒運転した場合にも同様に解雇される可能性がある。

おわりに

本稿の立場は、無事故飲酒運転した公務員に対して懲戒責任を問うべきで

はないというものではもちろんない。ただし、無事故飲酒運転した公務員に

対する懲戒免職処分がこの間の一連の裁判例において覆されていることから

明らかなように、飲酒運転したことのみで懲戒免職処分とするのは、いささ

か非違行為と懲戒処分との釣り合いを逸しているということができる。とく

に、裁判例からは、公務員の法令遵守義務違反の懲戒責任を追及することに

おいて、国民ないし住民の公務員に対する信頼・信用という要素がかなり重

要な役割を果たしていることが明らかになった。もっとも、教員の場合にお

いて、国民ないし住民の一部である生徒やその保護者の信頼・信用をその他

の者よりも重視することが、教員としての職務に対する公正・公平な評価の

点から見てやはり問題であることは、再度強調するべきであると思う。
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